
令和５年３月定例会提出条例について（当初分） 

 

〔市民総務部総務課〕 

【目次】 

 

1 福知山市国民健康保険条例の一部を改正する条例 １Ｐ 

２ 

福知山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提

供に関する条例の一部を改正する条例  

１Ｐ～２Ｐ 

３ 福知山市子ども・子育て会議条例等の一部を改正する条例 ２Ｐ 

４ 
福知山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例 
２Ｐ～３Ｐ 

５ 
福知山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負

担額等に関する条例の一部を改正する条例 
３Ｐ 

６ 
福知山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例 
３Ｐ～４Ｐ 

７ 
市立福知山市民病院の使用料及び手数料に関する条例の一部を改

正する条例 
４Ｐ 

８ 福知山市人権尊重推進条例 ４Ｐ～５Ｐ 

９ 福知山鉄道館条例 ５Ｐ～６Ｐ 

10 福知山市佐藤太清記念美術館整備基金条例の一部を改正する条例 ６Ｐ 

資料３ 



11 
福知山鉄道館ポッポランド(仮称)整備事業等浅田基金条例の一部

を改正する条例 
６Ｐ～７Ｐ 

12 福知山市企業誘致促進及び操業支援条例の一部を改正する条例 ７Ｐ 

13 福知山市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例 ７Ｐ～８Ｐ 

14 福知山市都市公園条例の一部を改正する条例 ８Ｐ 

15 福知山市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正する条例 ８Ｐ 

16 福知山市地域住民センター条例の一部を改正する条例 ８Ｐ 



- 1 - 

１ 福知山市国民健康保険条例の一部を改正する条例 
（一部改正）【保険年金課】 

 

１ 改正の理由 

  健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行等に伴い、所要の規定の整理を行う

必要がある。 

 

 ２ 改正の内容 

 （１）出産育児一時金の支給総額（産科医療補償制度の対象となる場合の加算額を含

む。）を４２万円から５０万円に引き上げることとした。 

                     （第５条第１項関係） 

 （２）後期高齢者支援金等賦課額に係る賦課限度額を２０万円から２２万円に引き上げ

ることとした。 

                     （第１４条の６の１０関係） 

 （３）低所得者の被保険者均等割額及び世帯別平等割額を軽減する所得判定基準につい

て、５割軽減の基準については被保険者数に乗ずる金額を２８万５千円から２９万

円に引き上げることとした。 

（第１８条の２第１項第２号関係） 

 （４）低所得者の被保険者均等割額及び世帯別平等割額を軽減する所得判定基準につい

て、２割軽減の基準については被保険者数に乗ずる金額を５２万円から５３万５千

円に引き上げることとした。 

（第１８条の２第１項第３号関係） 

 （５）特例対象被保険者等に係る届出に当たり必要となる提示物について、雇用保険受

給資格者証又は雇用保険受給資格通知のいずれかに改めることとした。 

（第２５条の３第２項関係） 

 （６）文言の整理を行うこととした。 

（附則第４条関係） 

 

 ３ 施行期日 

令和５年４月１日 

 

 

２ 福知山市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に
関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
の一部を改正する条例 

（一部改正）【子ども政策室】 
 

１ 改正の理由 

福知山市妊産婦健康診査事業実施要綱による妊産婦健康診査事業に関する事務にお

いて利用する特定個人情報を追加することに伴い、所要の規定の整備を行う必要がある。 

 

 ２ 改正の内容 

   妊産婦健康診査事業に関する事務において利用する特定個人情報に、地方税関係情

報及び生活保護関係情報を加えることとした。 

（別表第２関係） 
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 ３ 施行期日 

   令和５年４月１日 

 
 
３ 福知山市子ども・子育て会議条例等の一部を改正する条例 

（一部改正）【子ども政策室】 
 

１ 改正の理由 

   こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行等に伴い、所要

の規定の整理を行う必要がある。 

 

 ２ 改正の内容 

 （１）福知山市子ども・子育て会議条例（平成２５年福知山市条例第１０号）の一部改

正 

（改正条例第１条関係） 

ア 文言の整理を行うこととした。 

（第１条、第２条関係） 

 （２）福知山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例（平成２６年福知山市条例第６号）の一部改正 

（改正条例第２条関係） 

ア 民法及び児童福祉法における懲戒権に関する規定の削除に伴い、削除することと

した。 

（第２６条関係） 

イ 文言の整理を行うこととした。 

（第４条第２項、第６条第２項及び第３項、第７条第２項、第８条、第１３条 

   第４項、第１５条第１項、第２０条、第３５条、第３６条、第３７条第２項、第３

９条第２項、第５１条、第５２条関係） 

 （３）福知山市子ども・子育て支援法の規定に基づく過料に関する条例（平成２６年福

知山市条例第７号）の一部改正 

（改正条例第３条関係） 

ア 文言の整理を行うこととした。 

  （第１条、第２条の見出し関係） 

 （４）福知山市認定こども園条例（令和３年福知山市条例第２２号）の一部改正 

（改正条例第４条関係） 

ア 文言の整理を行うこととした。 

  （第５条関係） 

 

 ３ 施行期日 

令和５年４月１日。ただし、（２）アの改正規定は、公布の日 

 

 

４ 福知山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の
一部を改正する条例 

（一部改正）【子ども政策室】 
１ 改正の理由 
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   児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行等に伴い、

所要の規定の整理を行う必要がある。 

 

 ２ 改正の内容 

 （１）安全計画の策定等について定めることとした。 

（第８条の２関係） 

 （２）自動車を運行する場合の所在の確認について定めることとした。 

（第８条の３関係） 

 （３）家庭的保育事業所等の他の社会福祉施設等併設時における設備の共用及び職員の兼

務に関し、共用及び兼務が可能となるように改めることとした。 

（第１１条関係） 

 （４）民法及び児童福祉法における懲戒権に関する規定の削除に伴い、削除することとし

た。 

（第１４条関係） 

 （５）感染症等の予防及びまん延の防止のために研修等の実施に努めるよう改めることと

した。 

（第１５条第２項関係） 

（６）文言の整理を行うこととした。 

（第２４条第２項関係） 

 

 ３ 施行期日 

   令和５年４月１日。ただし、（４）及び（６）の改正規定は、公布の日 

 

 

５ 福知山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に
関する条例の一部を改正する条例 

（一部改正）【子ども政策室】 
 

１ 改正の理由 

  昭和幼稚園において２歳児一時預かり事業を開始することに伴い、所要の規定の整備

を行う必要がある。 

 

 ２ 改正の内容 

 （１）市立幼稚園の２歳児一時預かり事業が実施できるよう表を改めることとした。 

（別表第３関係） 

 （２）文言の整理を行うこととした。 

（別表第１関係） 

 

 ３ 施行期日 

   令和５年４月１日 

 

 

６ 福知山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める
条例の一部を改正する条例 

（一部改正）【生涯学習課】 
 １ 改正の理由 
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   児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴い、所

要の規定の整理を行う必要がある。 

 

 ２ 改正の内容 

 （１）安全計画の策定等について定めることとした。 

（第７条の２関係） 

 （２）業務継続計画の策定等について定めることとした。 

（第１３条の２関係） 

 （３）感染症等の予防及びまん延の防止のために研修等の実施に努めるよう改めることと

した。 

（第１４条第２項関係） 

 

 ３ 施行期日 

   令和５年４月１日 

 

 

７ 市立福知山市民病院の使用料及び手数料に関する条例の一部を改正する
条例 

（一部改正）【市民病院】 
 

１ 改正の理由 

  使用料及び手数料に係る消費税等相当額の計算方法の変更に伴い、所要の規定の整

備を行う必要がある。 

 

 ２ 改正の内容 

 （１）使用料及び手数料に係る消費税等相当額の計算方法を改めることとした。 

                     （第２条第４項関係） 

（２）文言の整理を行うこととした。 

（第２条第２項関係） 

 

 ３ 施行期日 

   令和５年１０月１日。ただし、（２）の改正規定は、公布の日 

 

 

８ 福知山市人権尊重推進条例 
（新規）【人権推進室】 

 

１ 制定の理由 

   全ての人の人権が真に尊重され、安心して住めるまちづくりの推進を図るため、条例

を制定する必要がある。 

 

 ２ 制定の内容 

 （１）全ての市民の人権が等しく尊重された社会を実現することを目的とし、必要な事項

を定めることとした。 

（第１条関係） 

 （２）基本理念について定めることとした。 
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（第２条関係） 

 （３）市の責務について定めることとした。 

（第３条関係） 

 （４）市民の責務について定めることとした。 

（第４条関係） 

 （５）事業者の責務について定めることとした。 

（第５条関係） 

 （６）計画について定めることとした。 

（第６条関係） 

 （７）推進体制の充実について定めることとした。 

（第７条関係） 

 （８）協議会の設置について定めることとした。 

（第８条関係） 

 （９）相談体制等の充実について定めることとした。 

（第９条関係） 

 （10）市民及び事業者との協働について定めることとした。 

（第１０条関係） 

 （11）教育及び啓発の充実について定めることとした。 

（第１１条関係） 

 （12）調査について定めることとした。 

（第１２条関係） 

 

 ３ 施行期日 

   令和５年４月１日 

 

 

９ 福知山鉄道館条例 
（新規）【産業観光課】 

 

１ 制定の理由 

   福知山鉄道館の設置に伴い、条例を制定する必要がある。 

 

 ２ 制定の内容 

 （１）福知山鉄道館の設置目的及び設置位置を定めることとした。 

（第１条関係） 

 （２）事業について定めることとした。 

（第２条関係） 

 （３）入館料及び体験料について定めることとした。 

（第３条関係） 

 （４）入館料及び体験料の減免について定めることとした。 

（第４条関係） 

 （５）入館料及び体験料の不還付について定めることとした。 

（第５条関係） 
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 （６）入館者の禁止事項について定めることとした。 

（第６条関係） 

 （７）損害賠償について定めることとした。 

（第７条関係） 

 

３ その他条例の一部改正の内容 

この条例の制定に伴い、下記のとおり附則で条例の一部改正を行う。 

 （１）福知山市佐藤太清記念美術館条例（平成２年福知山市条例第２１号）の一部改正 

ア 共通券の金額を改めることとした。 

（別表関係） 

イ 共通券を福知山市佐藤太清記念美術館、福知山城天守閣及び福知山鉄道館の共通

券に改めることとした。 

（別表備考関係） 

 （２）福知山城天守閣条例（平成３１年福知山市条例第２７号）の一部改正 

ア 共通券の金額を改めることとした。 

（別表関係） 

イ 共通券を福知山市佐藤太清記念美術館、福知山城天守閣及び福知山鉄道館の共通

券に改めることとした。 

（別表備考関係） 

 

 ４ 施行期日 

   公布の日から起算して６月を超えない範囲において規則で定める日 

 

 

10 福知山市佐藤太清記念美術館整備基金条例の一部を改正する条例 
（一部改正）【文化・スポーツ振興課】 

 

１ 改正の理由 

  佐藤太清記念美術館の整備及び事業への柔軟な基金の活用を図るため、所要の規定の

整備を行う必要がある。 

 

 ２ 改正の内容 

（１）題名を福知山市佐藤太清記念美術館振興基金条例とすることとした。 

（題名関係） 

 （２）設置の目的を改めることとした。                 

   （第１条関係） 

 

３ その他条例の廃止 

この条例の改正に伴い、附則で福知山市佐藤太清賞基金条例（平成１３年福知山市条

例第６号）の廃止を行う。 

 

 ４ 施行期日 

   令和５年４月１日 

 

 

11 福知山鉄道館ポッポランド（仮称）整備事業等浅田基金条例の一部を改正
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する条例 
（一部改正）【産業観光課】 

 

１ 改正の理由 

  福知山鉄道館ポッポランド（仮称）の名称変更等に伴い、所要の規定の整備を行う必

要がある。 

 

 ２ 改正の内容 

（１）題名を福知山鉄道館運営事業等浅田基金条例とすることとした。 

（題名関係） 

 （２）施設の名称を「福知山鉄道館」とすることとし、基金の名称を「福知山鉄道館運

営事業等浅田基金」とすることとした。                 

   （第１条関係） 

 

 ３ 施行期日 

   令和５年４月１日 

 

 

12 福知山市企業誘致促進及び操業支援条例の一部を改正する条例 
（一部改正）【産業観光課】 

 

１ 改正の理由 

  市内企業における工場等の新設等の更なる支援を図るため、所要の規定の整備を行う

必要がある。 

 

 ２ 改正の内容 

   工場等の新設及び建替えの定義等を改め、奨励金の交付条件を緩和することとした。 

                 （第２条第２号及び第４号、第６条第３項関係） 

 

 ３ 施行期日 

   令和５年４月１日 

 

 

13 福知山市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例 
（一部改正）【都市・交通課】 

 

１ 改正の理由 

  道路交通法の一部を改正する法律の施行等に伴い、所要の規定の整備を行う必要があ

る。 

 

 ２ 改正の内容 

 （１）車椅子の用語の定義について改めることとした。 

                   （第２条第２号関係） 

 （２）文言の整理を行うこととした。 

 （第２条第５号、第３条第２項の表、別表関係） 
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 ３ 施行期日 

   令和５年４月１日 

 

 

14 福知山市都市公園条例の一部を改正する条例 
（一部改正）【都市・交通課】 

１ 改正の理由 

  都市公園の利用料金の見直しに伴い、所要の規定の整備を行う必要がある。 

 

 ２ 改正の内容 

バーベキュー、キャンプその他これらに類する行為について利用料金を改め、文言

の整理を行うこととした。 

                    （第３条第１項、別表第３第３項の表関係） 

 

 ３ 施行期日 

   令和５年５月１日 

 

 

15 福知山市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正する条例 
（一部改正）【都市・交通課】 

 

１ 改正の理由 

  放置自転車等の適切な撤去及び保管を行うため、所要の規定の整備を行う必要がある。 

 

 ２ 改正の内容 

   自転車等の用語の定義について改めることとした。 

                   （第２条第１号関係） 

 

 ３ 施行期日 

   令和５年４月１日 

 

 

16 福知山市地域住民センター条例の一部を改正する条例 
（一部改正）【まちづくり推進課】 

 

１ 改正の理由 

   令和５年度から新たに６か所に地域住民センターを設置するため、所要の規定の整備

を行う必要がある。 

 

 ２ 改正の内容 

新たに川口、日新、六人部、成和、夜久野、大江地域に地域住民センターを設置し、

各センターの使用料について別表を改めることとした。 

（第２条、第７条、別表第１、別表第２関係） 

 

 ３ 施行期日 

   令和５年４月１日 


